
「
緑
の
記
念
品
」
贈
呈

11
月
1
日
㈫
〜
30

日
㈬
に
本
市
で
婚

姻
届
を
提
出
し
た

方
へ
、
ミ
ニ
観
葉

植
物
な
ど
の「
緑
」

を
贈
呈
し
ま
す
。
ご
結
婚
を
祝
福
し
、
ご
家
族

の
幸
せ
を
願
う
と
と
も
に
、
緑
を
育
て
る
こ
と

を
通
じ
て
癒
し
や
緑
の
親
し
み
を
感
じ
て
く
だ

さ
い

G
婚
姻
届
提
出
時
に
渡
す
「
緑
の
記
念
品
」
引

換
券

I
緑
地
公
園
課　

J
(32)
6
5
0
7

北
海
道
の
最
低
賃
金

道
内
で
事
業
を
営
む
使
用
者
お
よ
び
そ
の
事
業

場
で
働
く
全
て
の
労
働
者
（
臨
時
、
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含
む
）
に
適
用

さ
れ
る
北
海
道
最
低
賃
金
は
、
次
の
と
お
り
改

定
と
な
り
ま
し
た

 

最
低
賃
金
額 

時
間
額
920
円

 

効
力
発
生
年
月
日 

10
月
2
日

I
苫
小
牧
労
働
基
準
監
督
署　

J
(88)
8
8
9
9　

市
工
業
・
雇
用
振
興
課　

J
(32)
6
4
3
2

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
の
対
応
は

お
済
み
で
す
か
？

■
4
月
1
日
か
ら
義
務
化
さ
れ
た
事
項

●
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
雇
用
環
境
の
整 ※イメージ図※イメージ図

備
（
研
修
、
相
談
窓
口
設
置
な
ど
）
●
妊
娠
・

出
産
（
本
人
ま
た
は
配
偶
者
）
の
申
し
出
を
し

た
労
働
者
に
対
す
る
個
別
の
周
知
・
意
向
確
認

の
措
置
●
有
期
雇
用
労
働
者
の
育
児
・
介
護
休

業
取
得
要
件
が
緩
和
さ
れ
、
引
き
続
き
雇
用
さ

れ
た
期
間
が
1
年
以
上
で
あ
る
者
の
要
件
を
撤

廃
（
無
期
雇
用
労
働
者
と
同
様
の
取
り
扱
い
）

■
10
月
1
日
施
行
さ
れ
る
事
項

産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
対象期間・取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで

申し出期限 原則、休業の2週間前まで（法を上回る取組を労使協定
で定めている場合は、1カ月前まで）

分割取得 分割して2回まで（同時に申し出）

休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に
合意した範囲で休業中に就業することができる（上限
あり）

育児休業制度の変更（改正後の内容）
1歳までの育児休業 分割して2回まで（それぞれ申し出）

 特に必要と認められる場
合の1歳以降の育児休業

休業開始日の柔軟化（配偶者の休業終了予定日の翌日
以前の日を、本人の育児休業開始予定日とすることが
できる）
特別な事情がある場合に限る

I
育
児
休
業
・
産
後
パ
パ
育
休
特
別
相
談
窓
口

（
北
海
道
労
働
局
内
）　

J
0
1
1

 

(709)
2
7
1
5

市
工
業
雇
用
振
興
課　

J
(32)
6
4
3
2

令
和
5
年
度
認
可
保
育
施
設
入
所
申

込
書
類
の
配
布
な
ど
を
開
始
し
ま
す

 

配
布
開
始 

12
月
1
日
㈭
か
ら

H
12
月
16
日
㈮
〜
令
和
5
年
1
月
18
日
㈬

I
こ
ど
も
育
成
課　

J
(32)
6
3
7
8　

※
詳
細

は
広
報
と
ま
こ
ま
い
12
月
号
で
ご
案
内
し
ま
す

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？
相
続
登
記

令
和
6
年
4
月
1
日
か
ら
、
こ
れ
ま
で
任
意
で

あ
っ
た
相
続
登
記
の
申
請
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
不
動
産
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
法
務
局
に
申
請
を
お
願
い
し
ま

す
●
相
続
手
続
全
般
、
個
別
内
容
の
相
談
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
＝
札
幌
司
法
書
士
会　

J
0
1
1

 

(211)

雪
止
め
な
ど
の
設
置
状
況
を
確
認
し
、
落
氷
雪
に
よ
る
事
故
・
ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
し
ま
し
ょ
う　

I
建
築
指
導
課　

J
(32)
6
5
2
7

水道修理の申込、家屋解体時の届け出、
水道管の凍結に備えて

I水道課　J（32）6695（平日昼間）　J（32）6111（左記以外）

直接水道業者に電話し、修理を依頼してください。ア
パートや借家にお住まいの方は、まず大家さんなどに
ご相談ください。事業者名簿は市HPからご覧になれます

検索水道修理　かかりつけ水道修理の申し込み

水道を利用していた家屋の解体を行う前には、別途水道設備の撤去
の届け出や工事が必要となります。なお、水道設備の撤去は解体事
業者ではできませんので、苫小牧市指定の給水装置工事事業者に依
頼してください。詳しくは市HPをご覧ください

検索苫小牧　水道撤去家屋解体時の届け出

広報とまこまい  令和4（2022）年・11月 18

広告

　　　　J電話番号　Kファクス　MEメールアドレス
市役所のHPアドレス、住所、連絡先などは
30ページをご覧ください。


